
要
求
し
た
項
目
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
防
止

と
補
償
制
度
の
新
設
等
に
つ
い
て

じ
ん
肺
等
ア
ス
ベ
ス
ト
疾
病
を
対
象
と

す
る
特
別
援
護
金
支
給
制
度
に
準
じ
た
補

償
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
や
関
連
被
害
の

早
期
発
見
、
補
償
・
救
済
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
健
康
被
害
が
懸
念
さ
れ
る
全
て
の
職

場
・
従
業
員
を
引
き
続
き
特
別
健
康
診
断

の
対
象
と
し
適
切
に
対
応
す
る
こ
と

二
、
空
母
等
原
子
力
艦
船
の
配
備
及
び
寄

港
地
に
お
け
る
全
従
業
員
の
不
安
の
払
拭

と
安
全
確
保

三
、

消
防
・
警
備
関
係
を
は
じ
め
と
す

る
駐
留
軍
労
働
者
の
殉
職
等
、
生
命
を
賭

し
て
職
務
を
遂
行
し
た
者
へ
の
補
償
制
度

を
新
設
す
る
こ
と

四
、
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
を
支
援
す
る

観
点
か
ら
国
家
公
務
員
に
準
じ
た
改
正
育

児
・
介
護
休
業
法
の
適
用
と
法
令
に
則
っ

た
次
世
代
育
成
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と

五
、
祝
日
休
は
国
家
公
務
員
と
の
格
差
日

数
を
解
消
す
る
こ
と
。
ま
た
、
公
務
員
準

拠
の
観
点
か
ら
駐
労
に
お
い
て
も
所
定
労

働
時
間
の
短
縮
を
は
か
る
こ
と

六
、
傷
病
休
暇
は
国
家
公
務
員
の
傷
病
休

暇
・
休
職
制
度
の
運
用
実
態
を
考
慮
し
、

在
籍
期
間
を
三
年
間
に
延
長
す
る
と
と
も

に
、
無
給
期
間
中
の
賃
金
、
諸
手
当
の
八

十
％
を
一
年
間
支
給
す
る
制
度
を
新
設
す

る
こ
と

七
、
駐
労
雇
用
の
安
定
並
び
に
生
活
権
の

確
保
に
つ
い
て

①

直
接
雇
用
、
派
遣
労
働
を
乱
用
す
る

こ
と
な
く
、
Ｈ
Ｐ
Ｔ
制
度
の
適
正
運
用
に

努
め
る
と
と
も
に
、
恒
常
的
な
業
務
に
就

く
者
に
つ
い
て
は
常
用
雇
用
と
す
る
こ
と

②

常
用
パ
ー
ト
従
業
員
で
フ
ル
タ
イ
ム

を
希
望
す
る
従
業
員
は
、
優
先
的
に
フ
ル

タ
イ
ム
に
転
換
す
る
こ
と

③

障
害
者
雇
用
促
進
法
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
障
が
い
者
の
雇
用
促
進
に
努
め
る
こ

と八
、
従
業
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の

強
化
及
び
福
祉
の
向
上
に
努
め
る
こ
と

九
、
年
次
休
暇
の
翌
年
繰
越
し
制
度
に
つ

い
て
は
、
「
監
督
者
の
同
意
条
項
」
に
よ

り
休
暇
の
繰
越
し
が
適
正
に
運
用
さ
れ
な

い
た
め
、
公
平
・
公
正
に
国
内
法
令
が
適

用
さ
れ
る
よ
う
契
・
協
約
を
改
正
す
る
こ

と十
、
再
雇
用
を
希
望
す
る
従
業
員
に
は
、

高
齢
者
雇
用
安
定
法
の
趣
旨
及
び
選
定
基

準
に
基
き
継
続
雇
用
す
る
こ
と

十
一
、

国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
休
業

制
度
に
準
じ
て
、
従
業
員
の
自
発
的
な
能

力
開
発
を
支
援
す
る
た
め
の
休
業
制
度
及

び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
を
新
設
す
る
こ
と

十
二
、
労
働
組
合
役
員
の
「
在
職
専
従
期

間
」
及
び
団
体
交
渉
に
参
加
す
る
者
の

「
休
暇
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
に

準
じ
た
制
度
と
す
る
こ
と
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労
働
改
善
要
求
の
解
決
に
向
け
て

全
駐
労
一
致
団
結
し
て
頑
張
ろ
う
！

第
六
十
六
回
定
期
全
国
大
会
で
決
定
し
た
運
動
方
針
を
も
と
に
十
二
項
目

の
二
〇
一
二
年
度
・
労
働
条
件
等
の
改
善
を
防
衛
省
に
申
し
入
れ
、
多
く
は

懸
案
事
項
で
あ
る
の
で
、
早
期
に
解
決
を
は
か
る
よ
う
に
要
求
し
ま
し
た
。

（
十
二
月
九
日
の
団
体
交
渉
の
結
果
は
次
号
に
記
載
）

謹
賀
新
年

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
の
報
告

運
動
方
針
で
決
定
し
た
二
〇
一
二
年
度

の
主
要
闘
争
を
推
進
す
る
た
め
、
定
期
全

国
大
会
、
さ
ら
に
さ
が
み
野
支
部
定
期
大

会
に
お
い
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
確
立
し

ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
支
部
に
お
い
て
「
年
間
ス

ト
ラ
イ
キ
権
」
を
確
立
す
る
た
め
に
全
組

合
員
を
対
象
に
よ
る
直
接
無
記
名
投
票
を

行
い
、
十
二
月
十
五
日
、
開
票
立
会
人
の

も
と
で
開
票
し
た
結
果
、
「
年
間
ス
ト
ラ

イ
キ
権
」
は
確
立
し
ま
し
た
。

ま
た
役
員
の
補
充
に
つ
い
て
は
、
十
二
月

七
日
に
締
切
ら
れ
以
下
の
通
り
確
定
し
ま
し

た
の
で
報
告
致
し
ま
す
。

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
員
に
つ
き
ま
し
て

は
、
第
一
回
支
部
委
員
会
で
正
式
に
決
定
と

な
り
ま
す
。

副
委
員
長

山
田

修
士

書
記
長

仲
村

修

会
計
監
査

立
候
補
者
な
し

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田
辺

年
間
ス
ト
ラ
イ
キ
権
確
立

ストライキ権投票

配布総数 １，３０２票

回収数 １，１２８票

賛 成 １，０７９票

反 対 ３３票

白紙・無効 １６票

賛成率 ９５．６６％

役
員
の
補
充
に
つ
い
て
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駐健保では皆さんの健康づくり、体力づく

りを目的として毎月ウォーキング・ハイキン

グを実施しています。集合場所へ時間に来て

頂ければ、随時参加出来ますので（家族の方

もＯＫです）楽しい～時を過ごしましょう。

昼食、飲み物等は各自ご持参下さい。

雨天時確認ダイヤル090－4622－0451

実施日 ：1月21日（土）

ツアー名：初詣・鎌倉七福神めぐり

ウォーキング

集合場所：JR北鎌倉駅改札

出発時間：9：30

初詣・鶴岡八幡宮→鎌倉七福神へ→（JR鎌倉

駅解散）

駐健保

ウォーキング＆ハイキングのお知らせ

ろうきん座間支店では、組合員の皆様の「家計改善の見直し」に関するご提案

の取り組みを推進しています。 組合員の皆様の中で、他行・他社等の「マイカー

ローン」や「カードローン」等を利用されている方がいらっしゃいましたら、是

非、〈ろうきん〉のダントツの低金利ローンへの借換え相談をお待ちしています。

⇒⇒ 例えば、マイカーローンを比較すると・・・

借入先 借入額 ローン金利 返済期間 総返済額

ろうきんカーライフローン 200万円 年2.4%5年 約212万円

Ａ社ディーラーローン 200万円 年6.0% 5年 約232万円

利息の軽減額 約20万円

■■ ローンの借換えなどに関するご相談は ■■

労働組合または、中央労働金庫 座間支店 融資係まで ℡：046-255-1155（代）

相模原支店 融資係まで ℡：042-772-0451（代）

2011もさがみ野組合員宅にサンタ出没

素敵なクリスマスイブの演出をありが

とうございました。

家族皆んな、思い出深い素敵なクリス

マスイブを迎える事が出来ました。サン

タさんが去った後も興奮冷めやらぬパー

ティーが続きました。

座間基地 ＭＷＲ 皆川博久

11月5日の土曜日にさがみ野支

部、東京地区本部と合同で青年

女性部の勉強会（参加者23人）

を開きました。約28年間、先頭

に立って組織を牽引された元中

央執行委員長の目取眞さんを講

師をして招いて、全駐労の戦い

の歴史を学び、また将来の全駐

労と題して自由討論を行いまし

た。自由討論では、各4人程度のグループに分かれ有意義な意

見交換、各グループの発表を致しました。

青年・女性部長：呉屋 秀明

本年より組合員皆様からのご要望であった「軍休日」

における組合事務所の業務を行う事に決定致しました。

尚、日本の祝日は休日と致します。

労金・全労済等の事務手続きが軍休の時間を利用して

行えます。皆様のご利用をお待ちしています。

講師：目取眞 栄文氏


